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大野町公告第１号 

 

事後審査型条件付一般競争入札の実施について 

 

 大野町契約規則（昭和３９年大野町規則第１号。以下「規則」という。）及び大野町事後

審査型条件付一般競争入札要綱（令和２年大野町要綱第５１号）及び大野町特定建設工事共

同企業体取扱要領に基づき、事後審査型条件付一般競争入札を次のとおり行うので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により公告する。 

 

 令和７年４月１８日 

大野町長 宇佐美 晃三 印  

 

１ 一般競争入札に付する工事 

⑴  工事番号 大建開工第１号 

⑵  工 事 名 道の駅北部開発造成工事 

⑶  工事場所 大野町大字下磯地内 

⑷  工  期 本契約締結の日から令和９年３月１９日まで 

⑸  工事概要 道の駅北部開発造成工事 

          敷地造成工（盛土工）          V=21,300m3 

          排水構造物工                   L=1,153m 

          管渠工                          L=50m 

                   防災施設工（調整池）      1式 

          仮設工             1式 

⑹  予定価格 ２４９，９６７，３００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

⑺  低入札価格調査制度 有 

⑻  最低制限価格 有 

 ⑼ 入札方法等  ア 本工事は、資料提出及び入札を電子入札システム（町の使用に係 

           る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線  

           で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）で行う対象工事 

           である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承 

           諾を得た場合に限り書面で提出すること（以下「紙入札方式」とい 

           う。）ができる。 

          イ 本工事は、工事費内訳書の添付を求める。 

 

２ 契約条項を示す場所  大野町役場 総務部総務課 

３ 入札に参加する者に必要な資格及び要件 

本工事は、単体又は特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）による
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一般競争入札とする。単体又は共同企業体で入札に参加する場合は、構成するそれぞれ

の建設業者について、次に掲げる資格及び要件をすべて満たすものとする。 

 

  ⑴ 共同企業体としての基本的要件 

構成員の数 構成員は２者ないし３者とします。 

結成方法 自由意志による自主結成とします。 

経営形態 共同施工方式とします。 

 

 

出資比率 

・代表構成員の出資比率が全ての構成員中最大であること。 

（２者の場合） 

・全ての構成員の出資比率が４０％以上となること。 

（３者の場合） 

・全ての構成員の出資比率が３０％以上となること。 

 

⑵  単体又は代表構成員及びその他の構成員に共通の要件 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

イ 大野町契約規則第２条の規定による公告を行う日（以下「公告日」という。）にお

いて、規則第２１条第２項の名簿に登録されている者であること。 

ウ 公告日から入札日（落札者にあっては当該契約締結日）までの間において、次の 

いずれにも該当する者であること。 

 (ｱ) 大野町建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領（平成２６年大野 

町要領第１号）に基づく入札参加資格停止等措置を受けていない者であること。 

 (ｲ) 大野町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年大野町要綱 

第１９号）に基づく入札参加資格停止等措置を受けていない者であること。 

 (ｳ) 町との契約において、談合等の不正行為があったとして損害賠償請求を受け 

ていない者であること。ただし、公告日までに当該請求に係る損害賠償金を納 

付した者は除く。 

エ 会社再生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定によ 

る更生手続開始の申立て（同法附則第２条の規定により、なお従前の例によること 

とされる更生事件に係るものを含む。）をした者にあっては、同法第１９９条第１項 

若しくは第２項又は第２００条第１項の規定による更生計画認可（同法附則第２条 

の規定により、なお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。）の決 

定を受けている者 

オ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項及び第２項の規定によ 

る民事再生手続開始の申立てをした者にあっては、同法第１７４条第１項の規定に 

よる更生計画認可の決定を受けている者 

カ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第８条各号の規定に該当しない。 

キ 本工事に対応する業種について、大野町指名人名簿に登載された建設業者である 
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こと。 

ク 本工事に対応する特定・一般「土木工事業」建設業の許可を受けており、かつ申 

請期限日までに５年以上の営業の実績があること。 

ケ 次のアからウに定める届出の義務を履行していること。ただし、当該届出の義務 

がない者を除く。  

(ｱ) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務  

(ｲ) 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義 

務 

(ｳ) 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務 

コ 当該工事に従事する主任技術者、監理技術者、特例監理技術者及び特例監理技術 

者の職務を補佐する者（以下「監理技術者補佐」という。）は、申請期限日以前に３ 

カ月以上の恒常的な雇用関係にある者であること。 ただし、合併、営業譲渡又は会 

社分割による所属企業の変更があった場合、緊急の必要その他やむを得ない事情が 

ある場合については、３カ月に満たない場合であっても恒常的な雇用関係にあるも 

のとみなす。 

サ 監理技術者及び特例監理技術者にあっては、当該工事に対応する建設業法第３条 

の許可業種の監理技術者資格者証を有し、かつ監理技術者講習を受講した者である 

こと（ただし、元請工事における下請金額合計が５，０００万円以上（建築一式 

工事にあっては８，０００万円以上）の場合のみとする。）。 

シ 特例監理技術者を配置する場合は、以下のアからウの要件を満たさなければなら 

ない。  

(ｱ) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要 

な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。  

(ｲ) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であるこ 

と。  

(ｳ) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 

 

  ⑶ 単体又は代表構成員の要件 

地域要件 ・揖斐郡内に本社がある者。 

工種・評定値 ・建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３の規定に基

づく土木一式工事の総合評定値が９００点以上であること。 

施工実績 ・過去１５年以内（平成２２年度以降申請期限日まで）に元請負とし

て施工し、完成引き渡しの済んでいる土木一式工事で、工事費が１

億円以上の施工実績を有すること。（共同企業体の構成員としての施

工実績は、出資比率が４０％以上のものに限る。） 

配置技術者 ・現場代理人及び次の要件を満たす監理（又は主任）技術者を本工事

に専任で配置できること。ただし、現場代理人は監理（又は主任）
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技術者を兼ねることができる。 

・一級土木施工管理技士あるいは２級土木施工管理技士（土木）又は

技術士（建設部門）、もしくはそれと同等以上の資格を有する者 

・過去１５年以内（平成２２年度以降申請期限日まで）に元請負とし

て施工し、完成引き渡しの済んでいる土木一式工事で工事費が５千

万円以上の工事に監理（又は主任）技術者、もしくは現場代理人と

して従事した実績を有する者（共同企業体の構成員としての従事実

績は、出資比率が４０％以上のものに限る。） 

 

⑷ その他の構成員の要件 

地域要件 ・大野町内に本社がある者。 

工種・評定値 ・建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３の規定に基

づく土木一式工事の総合評定値が８００点以上であること。 

施工実績 ・過去１５年以内（平成２２年度以降申請期限日まで）に元請負とし

て施工し、完成引き渡しの済んでいる土木一式工事で工事費が３千

万円以上の施工実績を有すること（共同企業体の構成員としての施

工実績は、出資比率が３０％以上のものに限る。） 

配置技術者 ・現場代理人及び次の要件を満たす監理（又は主任）技術者を本工事

に専任で配置できること。ただし、現場代理人は監理（又は主任）

技術者を兼ねることができる。 

・一級土木施工管理技士あるいは２級土木施工管理技士（土木）又は

技術士（建設部門）、もしくはそれと同等以上の資格を有する者 

 ⑶及び⑷の配置技術者について、要件に記載のない事項については、令和７年２月１日適

用 岐阜県県土整備部技術検査課「技術者の配置について」に準ずる。 

 

４ 工事担当課 

  大野町役場 建設部建設課 

  〒５０１－０５９２ 岐阜県揖斐郡大野町大字大野８０番地 

            電話番号 ０５８５－３４－１１１１ 

 

５ 入札参加の申請に関する事項 

 ⑴ 入札に参加を希望する単体又は共同事業体は、事後審査型条件付一般競争入札参加

申請書（様式第１号）を電子入札システムにより申請すること。共同事業体にあっては、

（様式第１号）及び特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書（様式第３号－

１）、特定建設工事共同企業体協定書（様式第３号－２）を代表構成員が申請しなけれ

ばならない。 

   ア 参加申請書の提出期間 
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     令和７年４月１８日（金）午前１０時から 

令和７年５月 ９日（金）午後４時まで 

   イ その他 

     提出書類の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 

 ⑵ 一般競争入札参加資格の確認については、開札後に実施する入札参加資格の詳細な

確認をもって確定するものとする。 

 

６ 仕様書等の閲覧 

 ⑴ 仕様書等の閲覧 

   ア 設計書、図面及び仕様書（以下「仕様書等」という。）は、閲覧場所において、

閲覧に供する。 

   イ 閲覧場所 

     岐阜県揖斐郡大野町大字大野８０番地 

     大野町役場 総務部総務課 

   ウ 閲覧期間 

     令和７年４月１８日（金）から 

令和７年５月 ９日（金）までの間 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前１０時から午後４時まで） 

 ⑵ 上記の仕様書等は閲覧のほか、同期間において、岐阜県市町村共同電子入札システム

でダウンロードすることができる。 

 ⑶ 仕様書等に対する質問及び回答 

   仕様書等について質問があるときは、電子メールにより提出することができる。 

（工事番号、工事名、商号又は名称を明記すること。） 

   質問に対する回答は、電子入札システムにより回答する。 

   ア 質問書の提出期限 

     令和７年５月１日（木）午後４時まで 

   イ 質問書の提出先メールアドレス 

     kensetsu@town-ono.jp 

     ※送付後電話にて受信確認をすること。 

   ウ 質問の回答 

     令和７年５月７日（水）（予定） 

 

７ 入札書の提出期限、開札日時及び場所 

⑴  電子入札システム入札書の提出期限 

   令和７年５月１４日（水）午後４時まで 

⑵  開札日時 

   令和７年５月１５日（木）午後３時 
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 ⑶ 開札場所 

   岐阜県揖斐郡大野町大字大野８０番地 

   大野町役場 総務部総務課 

 ⑷ 見積もった契約希望金額が予定価格を超える場合は、入札を辞退すること。 

 ⑸ 開札後の入札参加資格の確認 

開札の結果、予定価格の制限の範囲内で、最も入札価格の低い者（以下「落札候補者」

という。）となった者は、詳細な入札参加資格の確認を行うので、事後審査型条件付一

般競争入札参加資格要件確認申請書（様式第２号）、配置予定技術者届出書（別紙１）、

同種又は類似工事の施工実績（別紙２）及び入札参加資格要件を確認するために必要な

書類を提出すること。 

   ア 提出方法 持参とする。 

   イ 提出場所 ４に同じ。 

   ウ 提出期限 落札候補者となった通知を受けた日から翌日とする。 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

   エ その他  提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   ア 要綱第９条第１項の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、落札候 

    補者の順位を決定し、落札者が決定するまで、入札参加資格の審査を行う。 

   イ 開札の結果、最も入札価格の低い同価格の入札をした者が２者以上あるときは、 

    くじにより順位を決定する。 

   ウ 落札者決定にあたっては、入札された金額に当該金額の１００分の１０に相当 

    する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税 

    事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０ 

    分の１００に相当する金額で入札すること。 

   エ その他入札の執行については、地方自治法、同法施行令及び規則に定めるところ 

    による。 

 ⑺ 工事費内訳書の提出 

   ア 入札書に記載される金額に対応した工事費の内訳について電子入札システムに 

    より提出すること。 

   イ 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は少なくとも数量、単価、金額等 

    を明らかにすること。 

   ウ 工事費内訳書が以下の各号に該当する者の入札書については、無効とすること 

    がある。 

    (ｱ) 工事費内訳書の合計金額と入札額が一致しないもの 

    (ｲ) 記載すべき項目を満たしていないもの 

    (ｳ) 一括値引きがあるもの 

    (ｴ) その他不備のあるもの 
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   エ 工事費内訳書は、返却しない。 

   オ 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権 

    利義務を生じるものではない。 

 ⑻ 入札保証金及び契約保証金 

   ア 入札保証金  免除 

   イ 契約保証金  納付（金融機関の保証をもって代えることができる。） 

            ただし、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証 

            保険契約の締結を行った場合は免除する。 

 ⑼ 請負代金が５００万円以上においては、４割以内の前払いをする。 

 ⑽ 入札の無効に関する事項 

   本公告に示した参加資格のない者の入札、申請書又は添付資料に虚偽の記載をした 

  者の入札及び入札に関する条件に違反した入札並びに次の各号のいずれかに該当する 

  場合は、その入札は無効とする。 

   ア 入札に関し、談合等の不正行為があったとき。 

   イ 工事費内訳書を提出しなかったとき。 

   ウ 前各号のほか、契約担当者があらかじめ設定した事項に違反したとき。 

 ⑾ 入札又は開札の中止及びこれによる損害に関する事項 

   天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、こ 

  れを中止することができる。この場合における損害は、入札者の負担とする。 

 ⑿ 落札の無効に関する事項 

   落札者が、落札の通知を受けた日から、原則として７日以内（土曜日、日曜日及び祝 

  日を除く。）に仮契約を締結しないときは、その落札は無効とする。 

 ⒀ 契約の時期 

   本工事は、落札後速やかに仮契約を行い、大野町議会の議決後に本契約を締結する。 

   大野町議会において、本契約を締結することについての議決が得られなかった場合 

  には、仮契約を無効とする。なお、これに伴い損害が生じた場合にあっても町はその 

  損害について一切負担しないものとする。 

 ⒁ その他 

   本工事は、債務負担行為に係る契約（複数年度にわたる契約）とする。 

 ⒂ 地元業者の活用について 

   本工事の施工に際し、落札者が下請け契約を締結する場合は、町内業者の活用に努 

めること。 

８ 入札日程 

手続等 期間・日時 方法・場所等 

仕様書等の閲覧   

          

令和 7年 4月 18日（金）午前 10時から 

令和 7年 5月 9日（金）午後 4時まで 

電子入札ｼｽﾃﾑにおいて閲

覧 
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質問の受付 

          

          

令和 7年 4月 18日（金）午前 10時から 

令和 7年 5月  1日（木）午後 4時まで 

(注 1) 

電子ﾒｰﾙのみで行う。 

担当課電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽに 

提出すること。 

質問の回答 令和 7年 5月 7日(水) （予定） 電子入札ｼｽﾃﾑによる 

入札参加申請の受付 

          

 

令和 7年 4月 18日（金）午前 10時から 

令和 7年 5月 9日（金）午後 4時まで 

(注 1) 

電子入札ｼｽﾃﾑによる 

 

入札参加資格確認 

通知書の発行 

令和 7年 5月 12日（月）午後 4時から 

 

電子入札ｼｽﾃﾑによる 

 

入札書の受付    令和 7年 5月 13日（火）午前 10時から 

令和 7年 5月 14 日（水）午後 4時まで 

電子入札ｼｽﾃﾑによる 

 

開札 令和 7年 5月 15日（木）午後 3時 電子入札ｼｽﾃﾑによる 

開札場所 

大野町役場総務部総務課 

入札参加資格確認 

資料の提出     

令和 7年 5月 19日（月）午後 4時まで 

 

入札参加資格要件確認申

請書（様式第 2号(注 2)）

等を担当課まで持参する

こと。 

落札決定 令和 7年 5月 23日（金）（予定） 電話等により通知 

(注 1)土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

(注 2)大野町事後審査型条件付一般競争入札要綱の様式による。 

 

９ 担当課 

  区分      担当課  住所、連絡先等 

 入  札  

 契  約  

 総務部 

総務課 

 〒501-0592 

 岐阜県揖斐郡大野町大字大野 80番地 

 TEL:0585-34-1111（代表） 

 FAX:0585-34-3527 

 E-mail:kensetsu@town-ono.jp 
 申請受付  

 工事担当  

建設部 

建設課 

 

tel:0585-34-1111

